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承
　
　
　
　
認

同
　
意

可
　
　
決

議案等
番　号 件　　　　名 内　　　　　容 結

果

　地方自治法第243条の3（財政状況の公表等）第2項の規定
に基づくもの。

令和5年度一般財団法人源じ
いの森事業報告及び決算報
告について

報 告
第 2 号

　地方自治法施行令第146条（繰越明許費）第2項の規定に基
づくもの。

令和5年度赤村一般会計繰越
明許費繰越計算について

報 告
第 3 号

　地方税法等の一部を改正する法律が令和6年3月30日に公
布され、同年4月1日から施行されることに伴い、専決を行っ
たもの。
　改正内容は、①公益信託制度の改正に伴う所得税法の規定
見直しによる関係規定の整備②能登半島地震災害に係る雑
損控除額等の特例の新設③令和6年度及び令和7年度分の個
人住民税の特別控除に係る規定の新設④バイオマス発電設備・
まちなか創出に係る固定資産税のわがまち特例規定の新設。

専決処分の承認を求めるこ
とについて（赤村税条例の
一部を改正する条例の制定
について）

承 認
第 2 号

　地方税法施行令の一部を改正する政令が令和6年3月30日
に公布され、同年4月1日に施行されることに伴い、専決を
行ったもの。
　改正内容は、①課税限度額の見直しによる、付加限度額の
引上げ②未就学児が属する世帯の被保険者均等割額の減額
すべき額の見直し。

専決処分の承認を求めるこ
とについて（赤村国民健康
保険税条例の一部を改正す
る条例の制定について）

承 認
第 3 号

　国から特別交付税等の財政支援を得たので、教育施設等
整備基金等への積立てにより、将来の償還財源に充てるため、
専決を行ったもの。

専決処分の承認を求めるこ
とについて〔令和5年度赤村
一般会計補正予算（補正第
10号）〕

承 認
第 4 号

　赤村教育委員会委員 大場 正治 氏が令和6年1月18日を
もって辞職したことに伴い、新たに 太田 輝久 氏を任命した
いので、議会の同意を求めるもの。

赤村教育委員会委員の任命
につき同意を求めることに
ついて

同 意
第 2 号

　赤地区簡易水道事業変更認可申請について、福岡県知事
の認可を受けたため、所要の改正を行うもの。

赤村簡易水道事業の設置等
に関する条例の一部を改正
する条例の制定について

議 案
第20号

　生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備
に関する法律が施行され、水道法に関する事務の一部が厚生
労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管されたこと
に伴い、関係条例の規定を整理するため、この条例を制定す
るもの。

生活衛生等関係行政の機能
強化のための関係法律の整
備に関する法律の施行に伴
う関係条例の整理に関する
条例の制定について

議 案
第21号

第18回　赤村議会6月定例会 期日/令和6年6月6日～7日

　令和6年　第18回赤村議会6月定例会は、6月6日に招集及び開会し、議長報告、村長報告、村事務報告、
教育委員会事務報告及び一般質問が行われた後に、専決処分に関する案件3件、人事に関する案件1件、
条例の一部改正に関する案件1件、条例の制定に関する案件1件、補正予算2件の合計8案件が提出され、
慎重審議を行った結果、全案件承認、同意及び可決して6月7日に閉会しました。
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可
　
　
　
　
決

議案等
番　号 件　　　　名 内　　　　　容 結

果

　55，613千円増額し、歳入歳出それぞれ4，293，704千円
とする。
　主な補正内容は、児童手当法改正に伴うシステム改修事業
費の増、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（①給付
金事業（新たに令和6年度住民税均等割非課税世帯20世帯×
100千円、新たに令和6年度住民税均等割のみ課税世帯20
世帯×100千円、調整給付等給付金）、②推進事業（火災警報
器設置単費分、小中学生への防災グッズ、家電購入費補助金）
事業の増、不登校対策校内支援充実費補助金事業（県 2/3、
村 1/3）の増。
　歳入については、国庫支出金（物価高騰対応重点支援地
方創生臨時交付金、子ども・子育て支援事業費補助金）、財
政調整基金繰入金、地方交付税の一般財源。
　債務負担行為の追加。相談支援事業委託料　令和7年度か
ら令和9年度　5,300千円

　1，452千円増額し、歳入歳出それぞれ401，078千円とす
るもの。
　補正の主な内容はマイナンバーカード保険証一体化に係る
運用変更対応の増によるもの。
　歳入は、国庫支出金。

令和6年度赤村一般会計補
正予算（補正第1号）

議 案
第22号

令和6年度赤村国民健康保
険特別会計補正予算（補正
第1号）

議 案
第23号

○…賛成　×…反対　欠…欠席第18回 赤村議会6月定例会採決の状況

議　　　案　　　名番　号
春
本
敏
典

大
場
信
司

馬
田
和
博

佐
武
富
實

原
　
隆
康

小
林
　
慧

大
場
謙
一

中
村
勇
紀

春
本
雪
夫

議　　員　　の　　賛　　否

○承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

専決処分の承認を求めることについて
（赤村税条例の一部を改正する条例の制
定について）

承 認
第 2 号

専決処分の承認を求めることについて
（赤村国民健康保険税条例の一部を改正
する条例の制定について）

承 認
第 3 号

生活衛生等関係行政の機能強化のための
関係法律の整備に関する法律の施行に伴
う関係条例の整理に関する条例の制定に
ついて

議 案
第21号

○承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
専決処分の承認を求めることについて
〔令和5年度赤村一般会計補正予算（補正
第10号）〕

承 認
第 4 号

○同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○赤村教育委員会委員の任命につき同意を
求めることについて

赤村簡易水道事業の設置等に関する条例
の一部を改正する条例の制定について

同 意
第 2 号

結
　
　
果

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議 案
第20号

令和6年度赤村一般会計補正予算（補正
第1号） ○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議 案
第22号

令和6年度赤村国民健康保険特別会計補
正予算（補正第1号） ○可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議 案
第23号
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今
年
度
よ
り
森
林
環
境
税
の
徴
収

が
始
ま
っ
た
。
す
で
に
、
令
和
元

年
度
よ
り
譲
与
税
と
し
て
本
村
に
も
配

分
さ
れ
て
い
る
が
次
の
3
点
に
つ
い
て

お
尋
ね
す
る
。

⑴
森
を
守
る
財
源
と
し
て
、
個
人
住
民

税
に
年
1
0
0
0
円
を
上
乗
せ
し
徴

収
さ
れ
る
が
、
自
治
体
へ
の
配
分
の

算
定
方
法
で
使
う
村
の
基
本
数
値
の

実
態
を
お
尋
ね
す
る
。

⑵
予
算
の
目
的
か
ら
、
村
と
し
て
具
体

的
な
活
用
策
が
必
要
と
思
う
が
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

⑶
県
税
と
し
て
の
森
林
環
境
税
が
あ
る

が
、
今
回
の
国
税
と
ど
の
よ
う
な
考

え
方
で
運
用
し
て
い
る
の
か
。

道 

村
長

一
点
目
の
計
算
方
法
は
、
私
有
人

工
林
の
面
積
1
1
9
4
ha
・
林
業
従
事

者
2
名
・
村
の
人
口
2
7
4
4
名
を
基

に
算
定
さ
れ
て
お
り
、
令
和
5
年
度
は

4
1
7
万
円
が
譲
与
さ
れ
た
。

　
二
点
目
の
活
用
策
に
つ
い
て
は
、
国

か
ら
森
林
環
境
譲
与
税
と
し
て
交
付
さ

れ
る
た
め
、
本
事
業
に
定
め
ら
れ
た
森

林
整
備
、
人
材
育
成
の
担
い
手
の
確
保
、

木
材
利
用
の
増
進
等
村
の
現
状
に
応
じ

て
活
用
し
て
い
る
。

　
三
点
目
に
つ
い
て
は
、
県
税
と
し
て

の
森
林
環
境
税
は
荒
廃
林
整
備
事
業
と

し
て
活
用
し
て
お
り
、
新
設
さ
れ
た
国

税
に
つ
い
て
は
県
税
で
は
出
来
な
い
事

業
を
実
施
し
て
い
る
。

令
和
元
年
度
か
ら
既
に
二
千
万
円

近
い
税
金
が
譲
与
さ
れ
て
い
る
が

活
用
策
を
お
尋
ね
す
る
。

溝
邉 

産
業
建
設
課
長

令
和
元
年
度
は
林
業
研
究
会
活

動
補
助
金
と
し
て
支
出
、
残
り
は
基
金

に
積
立
。
令
和
二
年
度
は
小
柳
平
村
有

林
の
周
辺
樹
木
伐
採
業
務
・
岩
石
登
山

道
周
辺
森
林
整
備
事
業
・
防
災
無
線
拡

声
器
周
辺
樹
木
伐
採
、
令
和
三
年
度
は

里
山
林
整
備
事
業
補
助
金
3
地
区
・
森

林
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
報
償
費
・
油
須

原
駅
待
合
室
木
質
化
工
事
、
令
和
四
年

度
は
里
山
林
林
道
事
業
補
助
金
3
地
区
・

森
林
経
営
管
理
意
向
調
査
業
務
、
令
和

五
年
度
は
里
山
林
整
備
事
業
補
助
金
2

地
区
・
森
林
経
営
管
理
意
向
調
査
等
に

支
出
し
、
合
計
で
約
1
7
0
0
万
円
支

出
し
た
。面積

の
ほ
と
ん
ど
が
森
林
の
本
村

で
林
業
従
事
者
2
名
と
い
う
実
態

を
危
惧
し
て
い
る
。
こ
の
税
が
森
林
整

備
・
人
材
育
成
・
木
材
利
用
の
促
進
な

ど
使
途
が
限
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
村
で

森
林
整
備
を
担
う
人
材
育
成
に
力
を
注

げ
な
い
の
か
。

道 

村
長

以
前
と
比
べ
林
業
関
係
の
活
動
が

衰
退
し
て
い
る
。
以
前
の
よ
う
に
各
層

を
含
め
た
研
究
会
な
ど
の
グ
ル
ー
プ
作

り
が
必
要
だ
と
い
う
問
題
意
識
は
持
っ

て
お
り
、
各
地
区
の
共
有
組
合
な
ど
と

の
繋
が
り
を
大
切
に
し
な
が
ら
村
が
関

わ
っ
て
進
め
る
な
ど
担
当
課
と
詰
め
な

が
ら
体
制
づ
く
り
を
行
い
た
い
。

是
非
進
め
て
頂
き
た
い
。
今
あ
る

林
業
研
究
会
や
上
赤
地
区
の
共
有

組
合
な
ど
村
と
一
緒
に
な
り
森
林
整
備

を
進
め
て
貰
い
た
い
。
里
山
林
整
備
事

業
を
行
っ
て
い
る
が
ど
の
よ
う
な
内
容

な
の
か
。溝

邉 
産
業
建
設
課
長

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
で
裏
山
が
危
険

地
帯
な
ど
の
地
区
・
戸
数
が
3
戸
ま
と

ま
っ
た
地
域
を
森
林
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー

　

に
見
て
貰
い
実
施
し
て
い
る
。

森
林
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
は
村
が

雇
用
し
て
い
る
の
か
。

溝
邉 

産
業
建
設
課
長

県
の
担
当
者
に
紹
介
し
て
貰
い
そ

の
都
度
お
願
い
し
て
い
る
。

里
山
林
整
備
事
業
な
ど
は
計
画
的

に
や
る
べ
き
で
あ
る
。
役
場
内
に

組
織
を
作
り
村
の
森
林
整
備
計
画
促
進

協
議
会
な
ど
の
組
織
を
活
用
し
て
計
画

す
べ
き
で
は
な
い
か
。

溝
邉 

産
業
建
設
課
長

促
進
協
議
会
に
は
相
談
し
て
い
な

い
。
今
の
整
備
事
業
は
住
民
か
ら
の
要

望
を
受
け
行
っ
て
お
り
、
今
後
協
議
会

と
協
議
し
た
い
。

村
の
基
幹
産
業
の
林
業
従
事
者
が

2
名
の
実
態
を
危
惧
し
て
い
る
。

今
あ
る
組
織
や
林
業
従
事
者
か
ら
意
見

を
聞
き
機
械
化
な
ど
の
助
成
で
働
く
人

の
環
境
整
備
の
施
策
を
考
え
る
べ
き
で

は
な
い
か
。

道 

村
長

林
業
・
農
業
・
商
業
な
ど
各
団

体
と
協
議
し
な
が
ら
後
継
者
が
育
つ
組

織
づ
く
り
を
改
め
て
考
え
た
い
。

問

問

問問

答 答

問問問 答答

答答

答

大
場 

謙
一 

議
員

森
林
環
境
譲
与
税
等
の

活
用
に
つ
い
て
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赤
村
の
0
歳
児
か
ら
5
歳
児

ま
で
何
人
い
る
の
で
す
か
。

藤
澤 

住
民
課
長

令
和
5
年
度
の
出
生
は
13
名

で
す
。令

和
5
年
度
で
13
名
、
大
体

毎
年
10
名
位
い
る
と
い
う
事

で
す
か
ね
。
三
つ
子
の
魂
百
ま
で

と
言
わ
れ
る
が
、
３
歳
位
ま
で
に

人
間
形
成
の
基
礎
が
作
ら
れ
る
と

い
う
よ
う
に
幼
児
教
育
が
い
か
に

大
切
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
行
政
・
役
場
は

ど
の
よ
う
な
補
助
を
し
て
、
ど
の

よ
う
な
お
金
の
使
い
方
を
し
て
い

　

る
の
か
。

藤
澤 

住
民
課
長

保
育
料
の
無
償
化
、
副
食
費

の
無
償
化
、
子
育
て
支
援
と
し
て
小

学
校
の
支
援
金
3
万
、
中
学
校
の

入
学
金
2
万
、
出
産
時
の
支
援
金

と
し
て
一
子
目
3
万
、
二
子
目
5
万
、

三
子
目
以
降
が
7
万
と
補
助
を
村

と
し
て
や
っ
て
お
り
ま
す
。

色
々
補
助
を
し
て
い
る
と
思

い
ま
す
が
、
金
額
的
に
全
然

足
り
な
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。

藤
澤 

住
民
課
長

保
育
所
の
運
営
費
の
部
分
が

令
和
6
年
度
で
2
億
円
、
副
食
費

の
分
で
3
3
0
万
、
子
育
て
支
援
で

1
9
0
万
、
児
童
手
当
で
4
3
0
0

万
、
子
育
て
支
援
金
で
2
2
0
万
、

放
課
後
児
童
の
分
に
1
千
万
、
子

ど
も
の
医
療
費
が
1
3
0
0
万
、

会
計
任
用
分
3
0
0
万
、
出
産
子

育
て
応
援
金
2
0
0
万
、
障
が
い

児
の
通
所
の
給
付
金
3
3
0
0
万

併
せ
て
3
億
1
8
0
0
万
円
で
す
。

色
々
な
お
金
を
使
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
が
、
現
在
子
育

て
世
帯
に
対
し
て
物
価
上
昇
率
に

　

全
然
追
い
つ
い
て
い
な
い
と
思
い

ま
す
。
少
し
前
ま
で
は
一
人
の
子

ど
も
を
大
学
ま
で
行
か
せ
る
の
に

約
2
千
万
円
位
必
要
と
言
わ
れ
て

い
ま
し
た
。
そ
の
あ
た
り
を
考
え

て
村
の
方
で
ど
う
か
で
き
な
い
ん

で
す
か
ね
、
補
助
を
す
る
と
か
。

子
ど
も
は
財
産
で
し
ょ
う
、
村
の
。

国
と
か
県
か
ら
の
補
助
で
は
な
く

村
の
財
政
調
整
基
金
か
ら
捻
出
す

る
と
か
、
村
独
自
の
補
助
金
を
多

く
出
す
と
か
何
か
村
長
考
え
る
事

は
な
い
で
す
か
。

道 

村
長　

 

現
在
保
育
所
、
学
校
関
係
で

画
期
的
な
施
策
は
し
て
い
な
い
ん
で

す
。
今
議
員
か
ら
言
っ
て
い
た
だ
い

た
の
で
、
私
は
議
会
の
皆
さ
ん
と
協

力
し
な
が
ら
是
非
や
り
た
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

保
育
園
、
小
学
校
、
中
学
校

と
子
ど
も
の
教
育
に
関
し
て

連
続
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、

保
育
園
は
住
民
課
、
小
学
校
は
教

育
委
員
会
と
な
っ
て
い
る
。
縦
割

り
で
は
な
く
村
独
自
で
ど
う
連
携

を
取
っ
て
い
る
の
か
。

友
松 

教
育
長　

 

保
・
幼
・
小
中
の
連
携
っ
て
い

う
の
が
コ
ロ
ナ
で
止
ま
っ
て
い
る
の
で
、

今
か
ら
再
度
住
民
課
と
相
談
し
な

が
ら
立
ち
上
げ
よ
う
と
い
う
感
じ
に

な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

住
民
課
の
意
見
は
。

藤
澤 

住
民
課
長　

 

保
育
と
学
校
の
連
携
は
十
分

大
事
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、

協
力
し
て
い
き
た
い
で
す
。

村
の
方
で
お
金
を
子
ど
も
達

に
対
し
て
使
う
よ
う
に
、
お

母
さ
ん
方
に
も
使
う
よ
う
に
し
て

や
っ
て
く
だ
さ
い
。
乳
幼
児
、
子
ど

も
を
育
て
る
環
境
で
赤
村
は
凄
い
な

と
言
わ
れ
る
よ
う
な
、
例
え
ば
村
外

か
ら
で
も
遊
び
に
来
る
よ
う
な
芝
生

公
園
み
た
い
な
、
ゆ
っ
く
り
時
間
が

流
れ
る
場
所
な
ど
政
策
を
考
え
て
く

だ
さ
い
。
源
じ
い
・
特
産
物
に
補
助

を
出
す
だ
け
で
は
な
く
。
村
長
が
全

て
を
決
め
れ
ば
、
そ
れ
に
向
か
っ
て

職
員
の
方
々
は
努
力
す
る
の
だ
か
ら
。

村
長
何
か
決
断
し
て
行
動
を
起
こ
し

て
く
だ
さ
い
。

問問

問 問

問

問問

答

答答

答

答 答

赤
村
の
幼
児
教
育

に
つ
い
て大

場 

信
司 

議
員
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全
国
的
に
人
口
減
少
に
よ
る
過
疎

化
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
れ
に

伴
い
農
家
の
担
い
手
不
足
が
生
じ
、
本

村
も
農
地
の
荒
廃
が
進
ん
で
い
く
と
思

う
。
ま
た
次
世
代
に
対
す
る
子
育
て
支

援
な
ど
次
の
3
点
を
お
伺
い
し
ま
す
。

①
農
業
従
事
者
が
高
齢
化
に
な
り
、
担

い
手
で
あ
る
若
い
後
継
者
が
育
っ
て

い
な
い
よ
う
に
思
う
。
ま
た
そ
の
農

地
の
活
用
方
法
な
ど
の
対
策
を
お
伺

い
す
る
。

②
子
育
て
支
援
に
つ
い
て
は
、
本
村
は

他
町
村
よ
り
先
ん
じ
て
独
自
の
支
援

を
行
っ
て
い
る
。
人
口
減
少
を
止
め

る
に
は
更
な
る
対
策
が
必
要
と
思
う

が
、
ど
の
よ
う
な
対
策
を
考
え
る
か
。

③
人
口
減
少
を
防
ぐ
に
は
、
他
町
村
か

　

ら
の
転
入
者
に
対
し
て
補
助
金
や
減

税
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
市
町
村
が

あ
る
が
、
本
村
は
ど
の
よ
う
に
考
え

る
か
。道 

村
長

現
在
国
の
補
助
金
を
活
用
し
、

担
い
手
に
な
る
新
規
就
農
者
に
対
し
補

助
金
の
交
付
を
実
施
し
て
い
る
。
高
齢

者
の
離
農
の
農
地
活
用
は
、
農
業
経
営

基
盤
強
化
促
進
法
の
改
正
に
よ
り
地
域

計
画
を
策
定
し
て
い
る
。
今
後
農
業
委

員
会
・
Ｊ
Ａ
・
行
政
・
農
政
審
議
会
等

と
協
議
し
計
画
を
策
定
す
る
。
2
番
目

は
、
本
村
で
は
福
祉
の
充
実
に
努
め
、

保
育
料
・
給
食
費
・
高
校
生
ま
で
の
医

療
費
の
無
償
化
や
子
育
て
支
援
な
ど
村

独
自
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
人
口
減

少
の
対
策
は
、
福
祉
に
関
す
る
補
助
や

支
援
に
は
限
界
が
あ
る
。
ネ
ッ
ト
や
Ｓ

Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
、
本
村
の
福
祉
政
策
を

広
く
周
知
し
１
人
で
も
多
く
の
人
が
本

村
に
住
み
た
い
と
思
う
よ
う
な
情
報
発

信
を
行
い
、
田
川
地
域
が
一
体
と
な
っ
て

連
携
を
図
り
人
口
減
少
対
策
を
す
る
。

減
税
は
法
的
に
無
理
が
あ
る
。
3
番
目

は
、
移
住
者
に
対
す
る
空
き
家
の
修
理

な
ど
の
補
助
を
実
施
し
て
い
る
。
補
助

金
だ
け
で
は
不
十
分
な
の
で
、
今
後
ど

の
よ
う
な
支
援
が
で
き
る
か
課
題
と
し

て
考
え
た
い
。

農
業
従
事
者
の
減
少
は
、
高
齢
者

が
四
苦
八
苦
し
て
い
る
現
状
で
す
。

こ
れ
を
法
人
化
し
、
会
社
を
立
ち
上
げ
、

農
業
の
在
り
方
、
後
継
者
問
題
を
生
産

者
・
農
協
・
役
場
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て

事
業
を
進
め
て
も
ら
い
た
い
。
例
え
ば
、

ヤ
ン
マ
ー
や
ク
ボ
タ
の
農
機
具
販
売
者

が
そ
の
会
社
を
立
ち
上
げ
て
も
ら
い
た

い
。
日
本
は
民
主
主
義
国
家
な
の
で
、

売
る
だ
け
売
っ
て
後
は
知
ら
ん
と
い
う

事
で
は
な
く
、
最
後
ま
で
農
業
従
事
者

に
対
し
て
面
倒
を
見
て
欲
し
い
の
で
、

村
長
は
県
の
町
村
長
会
に
こ
の
問
題
を

働
き
か
け
て
欲
し
い
。

溝
邉 

産
業
建
設
課
長

農
業
の
法
人
化
を
進
め
る
と
同

時
に
、
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
で

は
、
10
年
後
の
農
地
を
ど
う
す
る
か
の

意
見
を
集
約
し
来
年
3
月
ま
で
に
地
域

計
画
を
策
定
し
ま
す
。

本
村
の
人
口
は
、
今
年
5
月
31
日

現
在
で
何
人
で
す
か
。
前
年
度
と

比
較
し
て
ど
の
位
人
口
の
増
減
、
転
入

者
と
転
出
者
の
増
減
は
。
ま
た
前
年
度

に
出
生
し
た
人
は
何
人
か
。
出
産
一
時

金
は
ど
の
位
で
す
か
。
ま
た
本
村
は

2
0
6
0
年
は
約
2
，
0
0
0
人
に
と

め
る
よ
う
な
総
合
計
画
に
な
っ
て
い
る

が
、
そ
う
で
す
か
。

田
中 

総
務
課
長　

 

そ
の
様
に
な
っ
て
い
る
。
出
生
率

は
国
全
体
で
1
・
2
、
本
村
は
昨
年
度

1
・
26
全
国
よ
り
少
し
多
い
。
実
際
は

1
・
7
を
キ
ー
プ
し
な
い
と
総
合
計
画

ど
お
り
に
な
ら
な
い
。
人
口
減
少
の
歯

止
め
を
か
け
る
よ
う
施
策
を
進
め
て
い

く
。
ま
た
、
転
出
者
は
1
0
7
名
、
転

入
者
は
78
名
で
29
名
の
減
で
す
。

藤
澤 
住
民
課
長

5
年
度
の
5
月
末
の
人
口
は
2
，

9
2
1
名
、
6
年
度
5
月
末
は
2
，

8
4
3
名
で
差
引
き
78
名
の
減
で
、
率

に
す
る
と
2
・
6
％
の
減
で
す
。
5
年

度
の
出
生
は
13
名
、4
年
度
は
15
名
で
す
。

出
産
一
時
金
は
50
万
円
で
す
。

ネ
ッ
ト
検
索
す
る
と
、
県
内
の
他

の
市
町
村
は
相
当
数
の
移
住
対
策

を
行
っ
て
い
る
。
県
内
で
は
上
位
の
7

市
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
残
念
な
が

ら
町
村
は
無
い
。
糸
島
市
は
夫
婦
の
合

計
所
得
が
4
0
0
万
円
未
満
な
ど
の
条

件
を
満
た
す
と
、
婚
姻
日
の
年
齢
が
夫

婦
と
も
39
歳
以
下
は
最
大
30
万
円
、
29

歳
以
下
は
最
大
60
万
円
の
支
援
金
を
出

し
て
い
る
。
人
口
減
少
を
食
い
止
め
る

た
め
、
本
村
は
１
人
に
50
万
円
の
出
産

一
時
金
が
あ
り
、
独
自
の
努
力
で
30
万

円
足
し
て
支
援
す
る
と
人
口
増
に
繋
が

る
と
思
う
。
更
に
国
は
子
育
て
世
帯
の

交
流
施
設
整
備
や
児
童
館
建
設
な
ど
の

事
業
費
の
90
％
を
資
金
調
達
で
き
る
地

方
債
「
こ
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
債
」

を
新
設
し
、
返
済
額
の
50
％
を
地
方
交

付
税
で
賄
う
制
度
な
ど
あ
り
検
討
す
べ

き
と
思
う
。
移
住
者
に
対
し
て
減
税
が

だ
め
な
ら
、
住
宅
建
設
の
場
合
に
固
定

資
産
税
を
5
年
分
免
除
す
る
よ
う
な
他

の
方
法
の
支
援
策
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

道 

村
長

住
宅
に
関
し
て
は
、
1
軒
で
も
2

軒
で
も
努
力
し
て
進
め
て
い
け
る
け
ど
、

働
き
場
所
が
な
い
と
か
の
色
々
な
面
も

あ
っ
て
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
。
今

後
も
全
体
的
に
更
に
努
力
し
て
い
き
た

い
。

問

問

問

問 答答答

答

答

人
口
減
少
に
対
す
る
対
策

佐
武 

富
實 

議
員
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全国町村議会議長会主催　町村議会議長・副議長研修
　全国町村議会議長会主催の町村議会議長・副議長研修会が5月21日（火）に東京都、東京国際フォーラム
で開催され、全国から約1，300人の町村議会議長・副議長が集まり、赤村からも浦野良一議長と春本敏典副
議長が参加しました。
　大正大学教授　江藤俊昭氏からは、地方議員のなり手不足の
現状、多様性を欠く議会では二元代表制の趣旨が損なわれるこ
とや無投票が地方自治の弱体につながるなど、住民自治の危機
的状況について講話をいただき、また弁護士 帖佐直美氏からは、
自治体議員に求められることとして、「住民の模範であり、良識の
人と自覚を持つこと」「社会人としての道徳や倫理観を持つこと」
の重要性や議員行動におけるハラスメントについて、事例を挙
げながら講話をいただき大変貴重な講話を聴くことができました。
〇講演　議員のなり手不足は「住民自治の危機」：
　　　　その打開の道を探る
　　　　大正大学社会共生学部教授　　　　江藤　俊昭　氏
〇講演　ハラスメント－自治体議員が注意すべきポイント－
　　　　弁護士・元流山市政策法務室長　　帖佐　直美　氏
〇講演　将来の地方議会を担うのは誰か
　　　　慶應義塾大学法学部政治学科教授　谷口　尚子　氏

　5月31日(金)に田川地区消防本部で開会され、下記議案について、慎重審議の結果、すべて原案のとお
り可決されました。

議案第 9 号 福岡県田川地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び福岡県
田川地区消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について
　地方自治法の一部を改正する法律が令和5年5月8日に公布され、パートタイム会計年度
任用職員についても勤勉手当の支給が可能となり、またフルタイム会計年度任用職員につ
いては、「会計年度任用職員制度の導入に向けた事務マニュアル」において、勤勉手当は
支給しないこととされていたが、改正法の施行に合わせてマニュアルが改正されたことを鑑
み、所要の改正を行うもの。

議案第 10 号 福岡県田川地区消防組合公告式条例の一部を改正する条例について
　本庁改修に合わせ、老朽化した本庁前の掲示場を撤去し、新たに掲示場を設けることか
ら改正を行うもの。

議案第 11 号 財産の取得（添田救急車）について
　添田救急車１台を購入するにあたり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処
分に関する条例の規定により議会の議決を求めるもの。

議案第 12 号 財産の取得（川崎水槽車）について
　川崎水槽車１台を購入するにあたり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処
分に関する条例の規定により議会の議決を求めるもの。

議案第 13 号 令和6年度福岡県田川地区消防組合一般会計補正予算（第１号）
　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ20，094千円を増額し、歳入歳出予算総額
を1，855，647千円とするもの。
　消防指令センター新庁舎建設工事設計業務委託料の増額補正等。

令和6年 第2回福岡県田川地区消防組合議会臨時会 出席大場謙一議員 ）（
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例月出納検査・監査（住民センター）
行政監査現地確認（村内）
町村議会議長・副議長研修会（東京都）
赤村商工会　第61回通常総会（住民センター）
田川地域国道整備促進期成会総会（田川市）
主要地方道田川直方線
延伸整備促進期成会通常総会（田川市）
田川防犯協会連合会総会（田川市）
議会運営委員会（住民センター）
地方創生検証委員会（住民センター）
福岡県田川地区消防組合議会臨時会（田川市）
大場謙一議員出席　　　

20日
21日

24日
27日

29日
30日
31日

赤村議会議員　　　出席行事5月

第18回赤村議会定例会（議場　他）
赤村トロッコの会総会（源じいの森）
例月出納検査・監査（住民センター）
田川郡東部環境衛生施設組合議会臨時会（大任町）
春本雪夫議員、大場信司議員、春本敏典議員、浦野良一議員出席
田川広域観光協会理事会（田川市）

6～7日
9日
21日
27日

赤村議会議員　　　出席行事6月

福岡県介護保険広域連合田川・桂川支部
運営委員会（田川市）
議会広報委員会（住民センター）
同和問題講演会（住民センター）
例月出納検査・監査（住民センター）
福岡県監査委員協議会総会（福岡市）

11日

12日

19日
26日

赤村議会議員　　　出席行事7月

町村議会常任・議運委員長・副委員長研修会
（福岡市）
例月出納検査・監査（住民センター）
決算審査（住民センター）
田川地区斎場組合議会定例会（大任町）
中村勇紀議員出席

19日

20～23日
26日

赤村議会議員　　　出席行事予定8月

〇議会広報委員会　委員長 / 馬田和博　　副委員長 / 原　隆康　　委　員 / 佐武富實　大場信司

　6月27日（木）に田川地区クリーンセンターで開会され、下記議案について慎重審議の結果、原案のとおり
可決されました。

議案第 4 号 田川郡東部環境衛生施設組合公告式条例の一部を改正する条例について
　条例の公布手続きを明確にするため、本条例の一部を改正するもの。

議案第 5 号 令和6年度田川郡東部環境衛生施設組合一般会計補正予算（第１号）を定めることについて
　歳入歳出予算の総額を増減なしとし、歳入歳出予算の総額をそれぞれ200,756千円とす
るもの。特別委員会に係る経費を増額し、予備費を減額。

議案第 7 号 令和6年度田川郡東部環境衛生施設組合一般会計補正予算（第2号）を定めることについて
　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,000千円を増額し、歳入歳出予算の総額を
それぞれ202,756千円とするもの。総務費を増額するため、経常費分担金を増額。

発議第 1 号 令和4年7月11日付けで田川郡東部環境衛生施設組合及び同組合議会が田川市議会議員3
名に発出した文書に対する当該議員らの主張の真意等の究明に関する調査特別委員会の
調査経費に関する決議について
　令和5年2月24日開催の令和5年田川郡東部環境衛生施設組合議会第1回臨時会におい
て決議された、令和4年7月11日付けで田川郡東部環境衛生施設組合及び同組合議会が
田川市議会議員3名に発出した文書に対する当該議員らの主張の真意等の究明に係る調査
経費が必要であることから、決議を提出するもの。

令和6年 田川郡東部環境衛生施設組合議会第2回臨時会 春本雪夫議員、大場信司議員、
春本敏典議員、浦野良一議員 出席）（

議案第 6 号 訴えの提起について
　令和5年10月23日に開催された令和5年田川郡東部環境衛生施設組合議会第4回臨時
会において、令和5年9月に作製し田川地区内の各住民世帯に配布されたパンフレット代金
等に係る関係市町村分担金が承認されたにも関わらず、田川市は本組合の分担金請求の支
払いに応じず、収入未済額が生じたため、分担金の支払いを求める訴えを提起するもの。


